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病気・ケガによる入院 病気・ケガによる入院・手術・治療等 ケガによる通院・入院・手術
医療保障保険（基本部分） 医療保障保険（給付拡大部分） 遺族付加年金“きずな”（損害保険部分）

２日以上継続した入院
（１回の入院につき、124 日分が限度）

◦１日以上の入院や手術
◦入院を伴わない手術・放射線治療
◦公的医療保険制度の法律に定められ

る評価療養のうち、厚生労働大臣が
定める先進医療による療養

事故発生日からその日を含めて
180 日以内の通院・入院・手術

重大な病気になったとき 病気・ケガによる長期間の休職
重病支援給付 長期療養給付

【主契約】
◦所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたとき
◦急性心筋梗塞・脳卒中の発病して所定の状態になったとき

免責期間 90 日を超えて休職したとき
に、91日目から最長 60歳まで保険金
を支払います。

（55 ～ 64 歳の方は３年が限度。）
（所定の精神障害による休職も対象※）
※�所定の精神障害による就業障害の場

合は 60ヵ月、54～64歳の方は３年
が限度となります。

【７大疾病保障特約】
主契約の保障内容に加え、次の病気を発病して所定の状態になったとき
◦重度の糖尿病 ◦重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜症） ◦慢性腎不全 ◦肝硬変

【がん・上皮内新生物保障特約】
所定の悪性新生物（がん）・上皮内新生物と診断確定されたとき

　  制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。

028 － 615 － 7805
上記記事に関する
お問い合わせは

総務課福祉係

■

遺族付加年金“きずな”　請求漏れはありませんか？
請求に関することは……当組合または各所属所共済事務担当課まで

　共済貯金は３月末日および９月末日に決算を行い、半年分の利息を元本に組入れます。
　平成 30 年９月末日の貯金額は、10 月下旬に通知します。

・解約の場合は２回目に送金します。

・「貯金払戻（解約）請求書」の締切日は各所属所により異なりますので、共済事務

担当課までお問い合わせください。

・払戻限度額は前月末の残高となります。

区分 １回目 ２回目

10 月 15 日（月） 30 日（火）

11 月 15 日（木） 29 日（木）

12 月 14 日（金） 26 日（水）

■払戻及び解約金 送金日

差引積立額は、
積立額等明細
の合計になり
ます。

共済貯金だけでなく、共済組合から給付金の受取りなどで使用する登録口座です。
登録口座の変更は、「組合員証記載事項等変更申告書」をご提出ください。

税金内訳
国税 2,162 円× 15.315% ※

※ 0.315%= 復興特別所得税

地方税 2,162 円× 5%

貯金現在残高通知書を配付します


